
ごしょがわらチャレンジ補助金交付要綱 

 

制定　令和５年７月　３日 

改正　令和６年４月２４日 

改正　令和７年４月１１日 

改正　令和７年12月２６日 

 改正　令和８年４月２４日 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、市内の農林水産業及び関連産業の活性化を図り、地場産品基準を満たす付加価値

の高い新商品の開発、製造及び販売を促進するため又は五所川原市独自の観光資源を活用した商品や

サービス(以下「観光商品」という。)の企画・開発を促進するために交付するごしょがわらチャレン

ジ補助金に関し、五所川原市補助金等交付規則（平成１７年五所川原市規則第４２号）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において「新商品」とは、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及

び地域の農林水産物の利用促進に関する法律（平成２２年法律第６７号）における新商品で、地場産

品基準（総務省告示第１７９号第５条）を満たすもの、または、観光商品をいう。 

（補助対象者） 

第３条　補助の対象となる者は、市内で営業をしている個人、法人又は団体であって、次に掲げる要件

のすべてを満たすものとする。 

（１）市内に住所又は主たる事務所、事業所等を有すること。ただし、観光商品を企画・開発する場合 

については、この限りではない。 

（２）市税等を滞納していないこと。 

（３）市が設置する地域事業者支援ルームによる事前相談を受けていること。 

（４）市が提供する新商品及び観光商品の報告会及び販売会へ参加すること。 

（５）団体にあっては規約等を有し、かつ、団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること。 

（６）補助金の交付決定を受けた年度の３月１５日までに商品化（試作品の完成）できること。 

（７）将来にわたり継続的な活動が見込まれること。 

（８）市、県等が実施する専門家による相談会に参加できること。 

（補助対象事業等） 

第４条　補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）及び経費（以下「補助対象経費」

という。）は、別表のとおりとする。 

２　補助金の額は、補助対象経費の合計額に３分の２を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じ

たときは、これを切り捨てた額）とし、上限額を５０万円とする。ただし、赤～いりんご（品種（リ

ンゴ属）の名称「御所川原」、「レッド　キュー」及び「栄紅」）、馬肉及び十三湖産大和しじみを活用

した新商品及び観光商品に係る補助金の額は、補助対象経費の合計額に５分の４を乗じて得た額（１，

０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とし、上限額を５０万円とする。 

３　過去に当該補助金を活用した新商品や観光商品において、販売促進を目的とした取り組みに限り、

当該補助金を再度活用することができる。この場合、対象となる新商品及び観光商品は、当該補助金



を再度活用する年度を除いた過去３年度以内に開発された商品とし、補助金の額は、補助対象経費の

合計額に３分の２を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）

とし、上限額を２５万円とする。 

（補助金の交付申請） 

第５条　補助金の交付申請しようとする者（以下「交付対象者」という。）は、ごしょがわらチャレンジ

補助金交付申請書（様式第１号）及び事業計画及び収支予算書（様式第２号）に次に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

（１）交付対象者が個人である場合には住民票の写し、団体である場合には団体の規約及び構成員名簿 

（２）交付対象者に係る市町村税の納税証明書 

（３）新たな商品づくりに取り組むものにあっては、商品やサービスのイメージ画像等 

（４）既に販売されている商品やサービスの改良を行うものにあっては、既存の商品やサービスの概要

が分かるもの 

（５）第４条第１項に規定する補助対象経費の算出の根拠となる見積書 

（６）機械設備等を導入する場合は、機械設備等の設計書、工程表、図面、カタログ及び規模の決定の

根拠（規模の決定をした根拠を加工品の製造量、利用計画、機械設備等の能力等の具体的な数値を

用いて計算したもの） 

（７）前各号に掲げるもののほか、参考となる資料 

２　市長は、交付対象者が法人である場合は、直接に、又は電子情報処理組織（五所川原市情報通信技

術を活用した行政の推進に関する条例（令和３年五所川原市条例第17号）第３条第１項の電子情報処

理組織をいう。）を使用して、登記事項証明書により確認すべき事項に係る情報を入手し、若しくは参

照してその交付対象者たる資格を確認するものとする。 

３　前項に規定する申請書を提出するときは、補助金の仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に

含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定

する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の率を乗じて得た金額をいう。以

下「消費税等仕入控除額」という。）があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請

しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除額が明らかでない場合は、この限り

でない。　　 

（補助金の交付決定） 

第６条　市長は、前条第１項の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて

現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、ごしょがわらチャレンジ補助金交付決定通知書（様

式第３号）により申請者に通知するものとする。また、補助事業の着手は、補助金の交付決定に基づ

きおこなわなければならない。ただし、ごしょがわらチャレンジ補助金事前着手報告書（様式第１号

の２）により、報告のあった事業については前条第１項の申請に含めることができる。 

（補助金の交付条件） 

第７条　市長は、補助金の交付を決定する場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。 

（１）補助金の交付申請は、１支援対象者につき年度内に１回までとする。 

（２）開発、改良、製造及び販売する商品・サービスが明確であること。 

（３）補助対象経費について、国、県、公共的団体等から助成金等を受けるときは、当該助成金等を補

助対象経費から控除すること。 



（４）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、

速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（事業内容の変更等） 

第８条　補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、次に掲げる場合において、補

助対象事業の内容を変更しようとするとき又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに

ごしょがわらチャレンジ補助金計画変更（中止、廃止）承認申請書（様式第４号）に変更等の内容を

確認できる書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。 

（１）補助対象経費総額の増額があったとき。 

（２）補助対象経費総額の２５パーセントを超える減額があったとき。 

２　市長は、前項の規定により承認をしたときは、ごしょがわらチャレンジ補助金計画変更（中止、廃

止）承認通知書（様式第５号）により補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条　補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了した日から起算して１か

月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の３月１５日のいずれか早い日までに、ごしょが

わらチャレンジ補助金実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

（１）支出の状況が確認できる請求書及び領収書の写し 

（２）前号に掲げるもののほか、事業実績の参考となる資料 

２　補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たっては、第５条第２項ただし書の規定による消費税

等仕入控除額を補助金額から減額して報告しなければならない。 

３　補助事業者は、第１項の実績報告書を提出した後において、消費税等仕入控除額が確定したときは、

その金額（前項の規定によりあらかじめ減額して報告した補助事業者については、確定した消費税等

仕入控除額が減じた額を上回る部分の金額）をごしょがわらチャレンジ補助金消費税等仕入控除額報

告書（様式第７号）により報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならな

い。 

（補助金の額の確定） 

第１０条　市長は、前条第１項の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地

調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、ごしょがわらチャレンジ補助金確定通知書（様式第

８号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１１条　補助金は、前条の規定により額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が特に必

要と認めるときは、補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払の方法により交付するこ

とができる。 

（補助金の請求） 

第１２条　補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、ごしょがわらチャレンジ補助金請求書（様

式第９号）を市長に提出しなければならない。ただし、概算払を必要とする場合にあっては、ごしょ

がわらチャレンジ補助金概算払請求書（様式第１０号）を提出しなければならない。 

（事業実施後の措置） 

第１３条　市長は、補助対象事業の完了後においても、必要に応じて補助事業者に事業の実施状況につ

いて報告を求めることができる。 



２　市長は、補助対象事業の完了後においても、必要に応じて補助事業者に事業の実施状況について報

告させ、及び職員による事業所等への立入検査をすることができる。 

（帳簿等の整備） 

第１４条　補助事業者は、補助対象事業の経理を明確にするため、当該事業に係る収支を記載した帳簿

を設け、証拠書類を整備し、当該事業終了年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

２　前項の規定にかかわらず、補助対象事業により取得した財産であって、減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定する耐用年数が経過するまでの間、補助事業者

は、財産管理台帳（様式第１１号）及び関係書類を整備し、保管しなければならない。 

（その他） 

第１５条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附　則 

この要綱は、令和５年７月３日から施行する。 

附　則 

（施行期日）  

この要綱は、令和６年４月２４日から施行する。 

附　則 

（施行期日） 

この要綱は、令和７年４月１１日から施行する。 

附　則 

（施行期日） 

この要綱は、令和７年１２月２６日から施行する。 

附　則 

（施行期日） 

この要綱は、令和８年４月２４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第４条関係）  

 

 事業内容 補助対象経費

 （１）商品やサービスの開発

又は改良 

（２）マーケティングに関す

る調査研究 

（３）外部専門家の招へい 

（４）包装デザイン等の開発 

（５）販売イベントの開催又

は出展 

（６）販路拡大又は宣伝広告 
（７）機械設備等の導入

謝金等 外部専門家から指導を受けた場合の謝礼金

 旅費 専門家等に支払う旅費又はマーケティング活動に必

要な旅費 
ただし、旅費の対象人数は３名以内とし、宿泊費の額

は、五所川原市職員等の旅費及び費用弁償に関する条

例の規定によるものとし、五所川原市職員等の旅費及

び費用弁償に関する条例施行規則で定める額（宿泊費

基準額）を上限とする。

 消耗品費 商品の容器若しくは包装材の購入費又は事業に必要

な少額の物品の購入費

 印刷製本費 資料等の印刷費（コピー代を除く。）

 通信運搬費 郵便料又は運送代

 広告宣伝費 イベント等への出展料若しくはホームページ作成料

その他の広告及び宣伝に要する経費

 委託料 調査研究、パッケージデザイン等の委託料又は試作品

等の外注加工費

 手数料 商品やサービスの開発又は改良に必要な分析若しく

は試験に要する経費又は商標登録申請手数料その他

の手数料

 借上料 会場、物品等の一時的な借上料

 原材料費 商品やサービス開発のための試作又は改良に使用す

る原材料費

 備品購入費 商品やサービス開発又は改良に必要な機械、設備又は

器具の導入費

 その他 市長が必要と認める経費



様式第１号（第５条関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 

 

 

五所川原市長　　　様 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称及び 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　 

 

 

ごしょがわらチャレンジ補助金交付申請書 

 

 

　ごしょがわらチャレンジ補助金の交付を受けたいので、ごしょがわらチャレンジ補助金交付要綱第５

条第１項の規定により、関係書類を添えて、次のとおり補助金の交付を申請します。 

 

 

記 

 

 

1　交付申請額　　　　　　　金　　　　　　　　　　　　　　円 

 

2　添付書類 

　（1）事業計画書及び収支予算書 

　 

（2）個人である場合には住民票の写し、団体である場合には団体の規約及び構成員名簿 

   

（3）市町村税の納税証明書 

 

3　情報提供に関する同意 

　　開発する商品を、ふるさと納税推進係へ市産品として情報提供することに同意 

（ する ・ しない ） 

 



様式第１号の２（第６条関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 

 

 

五所川原市長　　　様 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称及び 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　 

 

 

ごしょがわらチャレンジ補助金事前着手報告書 

 

 

　ごしょがわらチャレンジ補助金について、補助金の交付決定前に下記のとおり事業着手するため、

ごしょがわらチャレンジ補助金交付要綱第６条第１項の規定により、次のとおり報告します。 

　なお、本件について交付決定がなされなかった場合においても異議は申し立てません。 

 

 

記 

 

 

1　着手する事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

2　事前着手報告書に関する同意 

　　本報告書は、当該補助金の交付決定を確約するものでないことを了承（ する ・ しない ） 

 

 

 
事業の概要 原材料等

 



様式第２号（第５条関係） 

 

事　業　計　画　及　び　収　支　予　算　書 

 

１　事業の目的 

 

２　事業計画 

⑴　事業内容 

①　商品・サービスの概要 

 

 

 

 

 

 

 

注　欄が不足する場合は、適宜欄を追加すること。 

　　原材料については、五所川原市産のものに「（五所川原市産）」と記載すること。 

 

②　取組内容 

 

③　製造販売計画 

  

 

 １）商品・サービスの開発・改良　２）マーケティングに関する調査研究　 

３）外部専門家の招へい　　　　　４）包装デザイン等の改良　 

５）販売イベントの開催又は出展　６）販路拡大又は宣伝広告　７）機械設備等の導入

 
商品名 主な原材料 商品の概要

 

 

年度 商品名
年間製造 

数量

年間販売 

目標額 

（千円）

利益 

目標 

（千円）

新規雇

用計画 

（人）

 

現状

　

 

 計

 

　年度  

 計

 　年度



注　⑴の①に掲げる商品に係る計画を記入すること。 

 　　⑵事業計画 

  

 

 

 

 

 

事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注　取組内容、実施

方法、必要経費、ス

ケジュール及び他業

者等の連携等できる

だけ詳しく記入する

こと。 

【取組内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スケジュール】

 

事業の効果 

 

 計

 
　年度 

（目標年度）
 

 計



 

３　経費の配分及び負担区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４　収支予算 

⑴　収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

⑵　支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　    （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

注１　収入と支出の合計が一致するように記入すること。 

　２　「区分（費目）」欄は、該当する補助対象経費を適宜記入すること。 

　３　「備考」欄には、経費の内訳を記入すること。 

 

事業の一部を委託し

て実施する場合 

委託の内容

 委託先の事業者

名

 
委託する理由

 
事業完了予定年月日 　　年　　月　　日

 注１　「その他」欄には、国、県等の補助金又は農業改良資金を利用する場合に記入すること。

 
補助対象経費 

 

（Ａ）+（Ｂ）+（Ｃ）

負担区分

備考
 市補助金 

 

（Ａ）

自  己 

負担金 

（Ｂ）

その他 

 

（Ｃ）

 

 区分 予算額 備考

 市補助金

 

 

 合　　計

 区分（費目） 予算額 備考

 

 

 

 合　　計



様式第３号（第６条関係） 

 

 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

 

 

 

五所川原市長　　　　　　　　　　印 

 

 

ごしょがわらチャレンジ補助金交付決定通知書 

 

 

　　　　　　年　　月　　日で交付申請のあった、ごしょがわらチャレンジ補助金に対し、下記の条件

を付けて補助金　　　　円を交付することにしたので、ごしょがわらチャレンジ補助金交付要綱第６

条の規定により通知します。 

 

記 

 

交付の条件 

（１）補助対象経費について、国、県、公共的団体等から助成を受けるときは、当該助成金等を補助

対象経費から控除すること。 

 

（２）補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合に

おいて、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

 

（３）補助対象事業の内容を変更しようとするとき、又は中止し、若しくは廃止しようとするとき

は、速やかにごしょがわらチャレンジ補助金計画変更（中止、廃止）承認申請書（様式第４号）

により市長の承認を受けること。 

 

 
　

氏名又は名称

及び代表者氏名　　　　　　　　様



様式第４号（第８条関係） 

年　　月　　日 

 

 

五所川原市長　　　様 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称及び 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　 

 

 

ごしょがわらチャレンジ補助金計画変更（中止、廃止）承認申請書 

 

 

　　令和　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付決定のあった、ごしょがわらチャレンジ補助

金について、下記のとおり計画を変更（中止、廃止）したいので、ごしょがわらチャレンジ補助金交

付要綱第８条第１項の規定により申請します。 

 

 

記 

 

１　変更（中止、廃止）の理由 

 

 

２　変更計画の内容 

 

 

注１　記以下の記載要領は、様式第２号に準じるものとする。この場合において、同様式中「１　事

業の目的」を「１　変更の理由」に書き換え、交付決定された事業の内容と変更後の事業の内

容を容易に比較対照できるように変更部分について両者を２段書きし、変更前をカッコ書きで

上段に記載すること。 

 

　２　その他変更内容を確認できる書類がある場合は、添付すること。 

 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

 

 

 

五所川原市長　　　　　　　　　　印 

 

 

ごしょがわらチャレンジ補助金事業計画変更(中止、廃止)承認通知書 

 

 

　　　　　　年　　月　　日付け　　で承認申請のあった、ごしょがわらチャレンジ補助金に係る計画

の変更(中止、廃止)について、これを適当と認め、補助金を下記のとおり変更して交付することに決

定したので、ごしょがわらチャレンジ補助金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１　補助金交付決定額 

 

 

 
　

氏名又は名称

及び代表者氏名 　　　　　　　様

 変更前 変更後

 
交付決定額 円 円



様式第６号（第９条関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 

 

 

五所川原市長　　　様 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称及び 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　 

 

 

ごしょがわらチャレンジ補助金実績報告書 

 

 

　令和　　年　　月　　日付け　　　第　　　　号で交付決定のあった、ごしょがわらチャレンジ補助

金について、その事業が完了しましたので、ごしょがわらチャレンジ補助金交付要綱第９条第１項の規

定により、関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

記 

１　収支精算 

 

⑴　収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵　支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 区分 予算額 精算額 比較増減 備考

 市補助金

 

 

 合　　計

 区分（費目） 予算額 精算額 比較増減 備考

 

 

 

 

 

 合　　計



 

注１　収入と支出の合計が一致するように記入すること。 

　２　「区分（費目）」欄は、該当する補助対象経費を適宜記入すること。 

　３　「備考」欄には、経費の内訳を記入すること。 

 

２　事業実績 

  

 

 

 

 

 

事業実績 

 

 

 

 

 

 

 

注　取組内容、実

施方法、経費、スケ

ジュール及び他業

者等の連携等でき

るだけ詳しく記入

すること。 

 

事業の成果

 

事業の一部を委託

して実施した場合

委託の内容

 
委託先の事業者名

 
委託した理由



 

 
事業完了年月日 　　年　　月　　日



様式第７号（第９条関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 

 

 

五所川原市長　　　様 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称及び 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

ごしょがわらチャレンジ補助金消費税等仕入控除額報告書 

 

 

　令和　　年　　月　　日付け　　　第　　　　号で交付決定のあった、ごしょがわらチャレンジ補助

金に係る消費税等仕入控除額について、ごしょがわらチャレンジ補助金交付要綱第９条第３項の規定に

より、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１　補助金の額の確定額　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　円 

　（　　　年　　月　　日付け　　　第　　　　号による確定通知の額） 

 

２　補助金の確定時に減額した消費税等仕入控除額　　　　　　金　　　　　　　　円 

 

 

３　消費税仕入控除額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　円 

 

 

　４　補助金返還相当額（３－２）　　　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　円 

 

 

 



様式第８号（第１０条関係） 

 

 

第　　　　　号　 

年　　月　　日　 

 

 

 

 

五所川原市長　　　　　　　　　　印 

 

 

ごしょがわらチャレンジ補助金交付確定通知書 

 

 

　　　　　　年　　月　　日付けで交付申請のあったごしょがわらチャレンジ補助金に対し、補助金　

　　円を交付することに確定したので、ごしょがわらチャレンジ補助金交付要綱第１０条の規定によ

り通知します。 

 

 

 
　

氏名又は名称

及び代表者氏名　　　　　　　　　　様



様式第９号（第１２条関係） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 

 

 

五所川原市長　　　様 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称及び 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印 

 

 

ごしょがわらチャレンジ補助金請求書 

 

 

　　令和　　年　　月　　日付け　　　第　　　　号で補助金の確定通知を受けたごしょがわらチャレ

ンジ補助金について、ごしょがわらチャレンジ補助金交付要綱第１２条の規定により、下記のとおり

請求します。 

 

 

記 

 

 

 

請求金額　　　　金　　　　　　　　　　円 

 

　（内訳等） 

 

 

 

 交付確定額　　　　　　① 　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

 既受領額　　　　　　　② 　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

 今回請求額　　　　①－② 　　　　　　　　　　　　　　　　　　円



様式第１０号（第１２条関係） 

　　年　　月　　日　 

 

 

　　五所川原市長　　　様 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称及び 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印 

 

 

ごしょがわらチャレンジ補助金概算払請求書 

 

 

　　　　　　年　　月　　日付け第　　号で交付決定のあったごしょがわらチャレンジ補助金につい

て、ごしょがわらチャレンジ補助金交付要綱第１２条の規定により、次のとおり補助金　　　　　円

を概算払の方法により交付されるよう請求します。 

 

 

記 

　1　請求金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円) 

 

　2　概算払を必要とする理由 

 

 

 

 

 

 

 補 助 金 交 付 決 定 額 概 算 払 請 求 額 残 額

 



様式第１１号（第１４条関係） 

 

財　産　管　理　台　帳 

 

事業実施主体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
施設・機械の名称 規格・機種 台数

取　得 処　分
設置場所 備考

 価格 年月日 価格 年月日

 

 

 

 

 

 

 


